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Ⅰ　はじめに
　中国市場でビジネス活動を行う日本企業としては、
中国の技術標準化と特許の問題に直面する機会は今
後ますます増加するものと思われる。例えば、日本
企業の有する特許が中国の技術標準に組み込まれる
ケースもあれば、第三者の有する特許が組み込まれ
た技術標準を日本企業が実施するケースもあり得る。

　日本企業としては、中国における技術標準と特許
の問題に関する法令、判決、運用状況、議論状況等
について、十分に情報を分析して対応していく必要
性が高まっている。
　以上のような状況の下、2017年11月４日、標準化
法が改正され、2018年１月１日から施行されている。
そこで今回は、中国の標準化法改正と知財実務への
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影響について解説することとしたい。

Ⅱ　2017年改正「標準化法」を中核とする
法体系

　中国の標準化の法律体系は、「標準化法」を中核と
し、それに関連する行政法規、部門規則等により形
作られている。
　もともと、中国の標準化法は、1988年12月29日に
制定され、1989年４月１日に施行されたものであっ
た。同法は数十年にわたり施行されてきたわけであ
るが、同法の内容はすでに、近時の実務の状況に合
わなくなってきており、改正が喫緊の課題とされて
いた。
　このような背景の下で、2015年３月11日、国務院
は、「標準化業務改革を深化する方案」を公布した。
当該方案の要点は、以下のとおりであった。
①標準の再分類：国・地方の政府部門が定める標準
（国家標準、業界標準、地方標準）、社会団体・企
業が定める標準（団体標準、企業標準）。

②強制標準の整理統合・簡素化：強制標準は国家標
準のみとし、業界標準及び地方標準の強制標準は
廃止。

③団体標準の新設：社会団体による団体標準の自主
的な制定を奨励。

④企業標準の活用の奨励：企業が製品競争力を向上
させるため、企業標準の自主的な制定を奨励。企
業の自己宣言公開制度を新設。

　全人代常務委員会は、標準化法の改正草案に対す
る幾度かの意見募集を経たうえで、2017年11月４日、
ついに標準化法の改正を採択した（施行日は2018年
１月１日）２。旧標準化法（以下「旧法」という）は
全26か条であったが、改正標準化法（以下「改正法」
という）は全45か条となり、大幅に条文数が増加した。
　なお、改正標準化法の周知徹底を図り、立法意図
について社会の理解を深めるため、全国人民代表大
会常務委員会法制工作委員会・国務院法制弁公室・
国家品質監督検査検疫総局は、国家標準化管理委員
会と共同で、「中華人民共和国標準化法解釈」（中国
語では「中華人民共和国標準化法釈義」）を編成し、
改正標準化法についての逐条解説を公開している 。
本稿の執筆にあたっても、「中華人民共和国標準化
法解釈」（以下「標準化法解釈」という）の内容を参

考とした。
　「標準化法」の2017年改正前後に制定・改正された
法令等には、以下のものがある。
・「国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議
（IEC）の国際標準化活動への参加の管理弁法」（国
家品質技術監督検査検疫総局・国家標準化管理委
員会制定、2015年３月17日公布、2015年５月１日
施行）

・「全国専門標準化技術委員会管理弁法」（国家品質
技術監督検査検疫総局制定、2017年10月30日公布、
2018年１月１日施行）

・「外商投資企業の中国標準化業務参加の指導意見」
（国家標準化管理委員会・国家発展改革委員会・
商務部制定、2017年11月６日公布・施行）

・「団体標準管理規定（試行）」（国家品質技術検査
検疫総局・国家標準化管理委員会・民生部制定、
2017年12月15日公布・施行）

　また、1990年代に公布されたが、2018年３月５日
現在でも未だ改正されていない古い法令等には、以
下のものがある。
・「標準化法実施条例」（国務院制定、1990年４月６

日公布、同日施行）
・「国家標準管理弁法」（国家技術監督局、1990年８

月24日公布、同日施行）
・「業界標準管理弁法」（国家技術監督局、1990年８

月24日公布、同日施行）
・「地方標準管理弁法」（国家技術監督局、1990年９

月６日公布、同日施行）
・「企業標準管理弁法」（国家技術監督局、1990年８

月14日公布、同日施行）
　以下、2017年改正標準化法の主なポイントについ
て、項を改めて説明する。

Ⅲ　2017年改正標準化法の主なポイント
１　標準化法の目的

標準化法の目的について、旧法は、「社会主義
の商品経済を発展させ、技術の進歩を促進し、製
品の品質を改善し、社会の経済的効果を向上させ、
国と人民の利益を保護し、標準化の事業を社会主
義の近代化建設及び対外経済関係の発展に適応さ
せる」ことにあるとしていた（１条）。

これに対し、改正法は、「標準化業務を強化し、


